
長良川鉄道株式会社 旅客営業規則 

 

第７節   割引旅客運賃 

 

（割引旅客運賃） 

第７１条 割引旅客運賃は、所定の旅客運賃から次の割引率により計算し、これを端数計算した額

とする。 

          被救護者割引           ５０％ 

          身体障害者割引          ５０％ 

          知的障害者割引          ５０％ 

          精神障害者割引           ５０％ 

高齢運転免許自主返納者割引……… ５０％ 

 

 

第８節   指定席料金 

 

（指定席料金） 

第７１条の２ 指定席料金は、線内均一料金とし５１０円とする。 

 

 

第９節   特別車両料金 

 

（特別車両料金） 

第７１条の３ 特別車両料金は、線内均一料金とし５１０円とする。 

 

 


